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令和３年度社会福祉法人郷寿会事業実施計画書 

 

Ⅰ．はじめに 

  高齢者の割合が人口の３分の１に近づく我が国において、介護保険が施行されてから２０年が経

過しましたが、要介護者やその家族、地域社会において必要不可欠な制度となっています。しかし

ながら運営を支える国の財源は今後大きく増加することは考えにくい状況で、介護へのニーズの高

まりに反し、各事業所の運営は益々厳しくなっています。また、介護職員の確保も難しく、外国人

技能実習生を含めた人材を、いかに育成し定着させるかが共通のテーマともなっています。 

  国においては、高齢者や子ども、障がい者など、対象分野の枠を超えて、人と人、人と社会がつ

ながり、一人ひとりが生きがいを持ち、助け合いながら暮らしていくことができる「地域共生社会

の実現」を目指しています。 

  八代市においては、地域共生社会の考え方を踏まえつつ、継続して地域包括ケアシステムの実現

を目指すとともに、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年、さらには、その子ども（団塊ジュ

ニア）世代が６５歳となる２０４０年を見据え、人として尊重され、地域の支えあいにより安心し

て暮らせる街をめざして、「やつしろ・げんき健康プラン（八代市高齢者福祉計画・八代市第８期

介護保険事業計画）」が策定され、①生涯現役社会の実現と自立支援、健康づくりの推進、②認知

症になっても安心して暮らせる体制の構築、③在宅でも安心して暮らせるための医療と介護の連

携・在宅医療基盤の充実、④住民・地域の実情に応じた多様な住まいやサービス基盤の整備・活用、

⑤多様な介護人材の確保・定着や介護サービスの質の確保・向上及び災害や感染症への対応等、様々

な取り組みが行われます。 

  当法人においては、本年４月からの介護報酬改定により全体で０．７％のプラス改定となりまし

たが、新型コロナウイルスの感染拡大や慢性的な人材不足等により経営的にも厳しい状況は続くと

思われます。本年２月１日からの「地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじ」の新規事業開

始を期に、役職員一丸となって、安定した経営や人材育成・確保、働きやすい職場環境づくり、質

の高いサービスの提供等に努めてまいります。 

 

Ⅱ．社会福祉法人郷寿会の取り組みについて 

 １．地域における公益的な取り組み 

   地域の様々なニーズに対して、専門的機能や知識・技術等を活かし、福祉サービスの提供や生

活困窮者支援、福祉避難所の開設等、様々な活動を積極的に実践していきます。また、行政や地

域包括支援センター、民生児童委員等と連携しながら、誰もが住み慣れた地域で、安心して生活

できるよう支援していきます。 

２．事業経営の安定と業務の効率化 

   利用稼働率を高めるとともに、各職員には経営意識や帰属意識を高めてもらいます。また、慢

性的な介護人材不足が深刻化していることから、派遣職員や外国人労働者の活用、介護ロボッ

ト・ＩＣＴ等のテクノロジー（科学技術）を導入し、介護現場の改善や業務の効率化を図ります。 

 ３．雇用の安定と人材育成 

   人事管理システムを有効に活用しながら、ハラスメント対策、腰痛予防・感染症対策やメンタ

ルヘルスを含めた健康管理、安全衛生管理等、労働環境の整備や改善に努めます。また、外国人

技能実習生の受け入れに当たってのマニュアル整備や教育・指導を徹底します。 

４．感染症対策の強化 

   新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症への対応力を強化し、感染症対策を徹底しな

がら、利用者や地域において必要なサービスを継続的に提供していく体制を確保していきます。 

 ５．自然災害対策の強化 
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   地震や風水害等の自然災害への対応力を、地域との連携を図りながら強化し、災害発生時に避

難を含めた適切な対応を行い、発生後も利用者や地域の方々へ必要なサービスを提供していく体

制を確保していきます。 

  

Ⅲ．施設・事業所別の取り組み方針について 

 １．特別養護老人ホームあさひ園の経営について 

（１）基本方針（含む短期入所生活介護事業） 

    利用者の人権と尊厳を守りながら、安全で安心できる環境の中で生活していただけるよう積

極的に支援します。 

 （２）基本目標 

   ① 入所者や利用者に寄り添いながら、尊厳の保持をしつつ、最期まで安心・安全なケアの提

供と科学的根拠に基づいたサービスの提供を行い、状態の変化に対して的確で柔軟性のある

援助に努めていきます。 

   ② 地域に貢献し、地域に還元できる施設づくりを目指します。 

   ③ 職員の離職防止および人材の育成・定着に向けて、誇りをもって働ける職場作りや継続し

て働き続けられる職場環境づくりを行います。 

   ④ 感染症の発生と拡大の防止や自然災害発生の際にも柔軟に対応し、安定した生活が継続で

きるよう努めます。 

   ⑤ 外国人介護技能実習生や介護人材の受け入れに関して、多様な価値観や生活環境などの違

いを理解した上で、協働の実現に向けて長期的な育成・定着に努めます。 

 

 【生活相談部門】 

（１）基本目標 

   ① 多職種間で連携を図りながら専門性を活かした質の高いサービスを提供します。 

   ② 感染症や苦情・事故発生防止対策に取り組み、安全かつ快適な生活の提供に取り組みます。 

   ③ 地域とかかわりを積極的に持ち、信頼される施設を目指します。 

（２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 入所者の重度化に伴い、可能な限りその人の持っている能力に応じて、家族と連携を図り

ます。 

   ② 入所者と家族の関わりを大切にし、ひだまりの会（その月の誕生者を祝いレクリエーショ

ンを楽しむ会）や行事参加の呼びかけに努めます。又、ご家族と一緒に楽しむことのできる

行事の企画と実行に努めます。 

   ③ 職員の園内外の研修へ積極的な参加を奨励し、接遇マナーや相談援助の技術向上に努めま

す。 

   ④ アンケート調査を実施し、利用者や家族のニーズや要望等を把握し、業務改善やサービス

の質の向上に努めます。 

   ⑤ 事故予防・事故の再発防止のために、発生した事故やヒヤリハットを分析し、安全な医療・

介護の提供に努めます。 

   ⑥ 各種実習生や職場体験生、各種ボランティアを積極的に受け入れ、次世代の福祉を担う人

材を育成します。 

   ⑦ 地域行事や園内行事を通して地域との積極的な交流を図ります。また、施設の持つ機能や

人材を必要に応じて提供します。 

   ⑧ 家族への『近況の報告』の発送を通して入所者の状態を定期的に報告します。 

   ⑨ 感染症対策の強化を図り、面会者や来園者の体調確認や感染症対策関連(除菌・抗菌・加

湿等)の導入の検討や実施に努めます。 
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   ⑩ 令和３年度の各種行事・活動は次のとおりです。 

 行 事 内 容  行 事 内 容 

４ 

月 

あさひ園交流会 

あさひ園家族会総会 

ひだまりの会  ※花祭り 

10 

月 

ひだまりの会 

 

５ 

月 

ひだまりの会 

※新茶会 

11 

月 

文化祭 

ひだまりの会 

６ 

月 

家族会視察研修旅行 

ひだまりの会 

12 

月 
ひだまりの会 

７ 

月 

創立記念行事 

ひだまりの会  ※七夕行事 

１ 

月 

正月行事（ぜんざい会） 

ひだまりの会 

８ 

月 

納涼祭  追弔会 

ひだまりの会 

２ 

月 
ひだまりの会  ※節分行事 

９ 

月 

敬老会  彼岸法要 

ひだまりの会 ※十五夜の集い 

３ 

月 

ひだまりの会  彼岸法要 

※ひなまつり行事 

備 

考 

・屋外活動（５月、１０月） 

・防災訓練（６月、９月、１２月、３月） 

・あさひ園家族会役員会（６月、９月、３月） 

・あさひ園家族会清掃作業（１０月） 

・毎月のひだまりの会及び、※印の付いた行事は、特養事業所のみでの開催となります。 

・新型コロナ感染予防対策のため、状況にあわせて行事の縮小・代替の活動を行っていきます。 

 

 （３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 自然災害発生や感染症を想定した対策や準備を行い、環境整備に努めます。 

 

 【介護部門】 

 （１）基本目標 

   ① 個々の入所者に対して、常に家庭的な介護サービスの提供に努めます。 

   ② 入所者の尊厳を守り、残存機能を活かしたケアができるよう、職員の資質向上に努めます。 

   ③ 入所者のレベル向上・維持に向けて各委員会を設け、常に問題意識を持って業務に取り組

みます。 

   ④ 入所者や家族及び地域との連携を強化します。 

   ⑤ レクリエーション活動を通して、入所者の心身の活性化を図ります。 

   ⑥ 積極的なベッド離床に取り組み生活の活性化を図ります。 

   ⑦ 個別処遇の充実・強化により信頼に応えられるサービスの提供に努めます。 

   ⑧ 施設ケアマネと連携しながら、ケアプランに基づいた介護サービスの提供に努めます。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

① 排泄 

    ｱ) オムツの定時、随時交換に努めます。 

   （9:30、13:00、14:15、16:30、18:30、21:00、1:00、4:00、6：30） 

    ｲ) トイレ及びポータブルトイレへの定時・随時誘導に努めます。 

    ｳ) プライバシーへの配慮に努めます。（カーテン、スクリーン、防臭対策等） 

    ｴ) 状態にあわせてオムツはずしの検討とその対策を進めます。 

    ｵ) 個別排泄ケアを実施します。 
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    ｶ) オムツ交換時の陰部洗浄と排泄後の陰部清拭の徹底を図り、身体確認を行う事で皮膚異

常の早期発見に努めます。 

    ｷ) 排泄ケア時、ワンケアごとの使い捨て手袋の使用及び、手洗いや消毒を徹底し感染予防

に努めます。 

   ② 入浴 

    ｱ) 入浴禁止者への清拭衣類交換を徹底します。 

    ｲ) 季節感を感じてもらうため、果実や花等を使った四季風呂を実施します。 

    ｳ) 自立に向けた入浴介助を行います。 

    ｴ) 入浴の方法、時間等の実施形態の検討を重ね、入所者個人の希望に沿った入浴の提供を

行っていきます。 

    ｵ) 入浴時のプライバシーの保護に努めます。 

    ｶ) 入浴後の保温に努めます。 

ｷ) 血行促進を図るために必要に応じて足浴を行ないます。 

    ｸ) 入浴時、事故を起こさないよう適切な介助方法にてケアを行います。 

    ｹ) 入浴時、全身観察を行い、身体異常の早期発見に努めます。 

   ③ 整容等 

    ｱ) 起床時の洗面及び整髪の徹底を図ります。 

    ｲ) 食後の口腔ケアの徹底を図ります。 

    ｳ) 定期的な爪切りの徹底を図ります。 

    ｴ) 理容業者による定期的な散髪を実施します。（鏡等準備し美容室の雰囲気をつくりま

す。） 

    ｵ) 就寝前後の更衣を実施します。（パジャマ、日常着への交換） 

    ｶ) 本人の意向にあわせ、季節に応じた清潔な衣類の着用に心掛けます。 

    ｷ) お化粧の機会を持ち、生活の活性化に努めます。 

   ④ レクリエーション活動の充実・強化 

    ｱ) ひだまりの会を利用し、質の良いレクリエーションの提供に努めます。 

    ｲ) レクリエーション活動により入所者個々の残存能力の維持及び向上を図るとともに、潜

在能力の発見に努めます。 

    ｳ) 入所者との関わりを目的とした少人数での余暇活動「ふれあいの時間」の充実を図りま

す。（対話、ゲーム、童謡、手遊び等） 

    ｴ) 市立図書館の活用で生活の活性化を図ります。 

   ⑤ 環境整備の徹底 

    ｱ) 施設内外の美化・清掃・消毒の徹底を図ります。 

    ｲ) 週１回及び随時のリネン交換を実施します。 

    ｳ) 入所者の私物の整理整頓に努めます。 

    ｴ) 危険箇所を把握し事故予防に努めます。 

    ｵ) 定期的に車椅子清掃に努めます。 

   ⑥ 処遇改善と生活の質の充実 

    ｱ) 勉強会を計画的かつ定期的に開催し、職員の資質向上と入所者の処遇改善を図ります。 

    ｲ) 「生活の質改善委員会」の充実を図ります。 

     ・排泄委員会 

     ・入浴委員会 

     ・事故検討委員会 

     ・自立支援委員会（移乗・移動等生活面や摂食、嚥下に関すること） 

    ｳ) 生活歴調査の個人票の作成 
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     ・入所時、入所者の生活背景を調査し環境変化に伴う利用者の精神的負担の軽減に努めま

す。 

     ・入所者をより深く知る事で個々の処遇を充実したものとし、今後の生活の活性化に繋げ

るよう努めます。 

   ⑦ 認知症ケアの充実を図るため、落ち着いた生活空間の提供と寄り沿ったケアに努めます。 

   ⑧ 担当職員と入所者との個別のふれあいをメインとした野外活動を充実させます。 

   ⑨ 入所者との関わりを充実させるために、事業内容の改善に努めます。 

    ｱ) 季節に合わせた活動や誕生会は毎月1回実施する「ひだまりの会」の時間を利用して、

入所者及び家族と一緒にふれあいながら行っていきます。 

    ｲ) ユニットケアの考えを少しずつ導入し、利用者の状況に応じて「いつまでも自分らしく」

「その人らしさ」を支える個別ケアの提供を行います。 

   ⑩ その他 

    ｱ) 感染予防対策の徹底を図ります。（毎日の手すり清掃、手洗いの励行、オムツ交換時の

使い捨て手袋の使用と消毒、加湿器・風呂場・浴槽の清掃・消毒の徹底、換気の徹底） 

    ｲ) 個々の状態に合わせた体位変換表の作成を行い、体位変換の徹底を図ります。（褥瘡防

止対策） 

    ｳ) ボランティア受け入れ体制の充実を図ります。 

    ｴ) 入所者の心身の活性化と気分転換を図るため、園外ショッピングなど園外に出る機会を

作ります。 

    ｵ) パソコン業務を簡素化するため、記録などの見直しと検討を行います。 

    ｶ) 新人介護職員チェックシートを活用し、新人職員や派遣職員の福祉における知識と介護

技術の習得をチームで支援します。 

    ｷ) 入所者も職員も使いやすい現場に見合った介護ロボットや支援機器類の導入を目指し

ます。 

    ｸ) 口腔ケアについて専門職より学び、口腔内の環境を整え感染症予防や食への充実を図り

ます。 

    ｹ) 認知症への知識を深め、症状に応じたケアの実施につなげていきます。 

 （３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 入所者の生活の質の充足を図るため、ふれあう機会と活動を増やし入所者へ寄り添ったケ

アを目指します。 

   ② 新型コロナウイルス感染症に対する予防対策を徹底し、感染時の速やかな対処法を統一し

て行えるよう努めます。 

   ③ 外国人技能実習生受け入れに対して、職員へ意義や目的の周知を図り、施設側の受け入れ

態勢を整えると共に、円滑に実習できる環境の整備と教育・育成を計画的に進めていきます。 

 

 【医務部門】 

 （１）基本目標 

   ① 入所者の健康管理を図るため、疾病の予防、病状変化の早期発見に努め、悪化を防止し迅

速な対応を行います。 

   ② 迅速かつ的確な申し送り等を行うことにより、看護職員間の医療情報の周知徹底を図り、

関係職員間の連携を強化します。 

   ③ 職場内学習の開催、研修会へ積極的に参加し、看護および介護職員の資質向上に努めます。 

   ④ 入所者の QOL(生活の質)向上のため、各入所者の疾患を考慮しながら ADL(日常生活動作)

およびIADL(手段的日常生活動作)の維持・向上に努めます。 

   ⑤ 職員の心身の健康確保と快適で健やかな職場環境の形成を図り、職員のメンタルヘルス対
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策および過重労働における健康障害防止対策を推進します。 

   ⑥ 終末期に入った入所者に対し、尊厳ある死が迎えられるよう努めます。 

   ⑦ 入所者および職員の感染予防対策の強化・徹底を図ります。 

   ⑧ 入所者の口腔機能の維持および誤嚥性肺炎の防止対策を行います。 

   ⑨ 入所者の重度化に伴い、医療関係者との連携の下で安全に実施される「介護職員等の喀痰

吸引等」を提供します。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 入所者健康管理および疾病の予防、病状悪化の早期発見 

    ｱ) 入所者の健康管理のため、定期的な体重（定期体重測定は毎月、高リスク者は２週間に

１回）・身長測定（年１回）、血圧測定（毎週）及び定期健康診断（年２回）を実施します。 

    ｲ) 入所者の健康状態の継続的な観察を行い、起こりうる健康問題を予測し、異常を早期に

発見するとともに悪化の防止のため嘱託医および主治医と連携を密に取り、各種病院受診

を迅速に行うことで早期回復につなげます。また、家族への連絡・相談に対応します。 

    ｳ) 医療処置においては、医師の指示に基づき家族の意向を踏まえた上で、当園での可能な

限りの医療行為を安全かつ適切に行います。 

    ｴ) 看護処置の管理・評価を行い、早期の創傷治癒を目指します。 

    ｵ) 褥瘡ゼロおよび再発の防止を目指し、褥瘡対策の検討を重ね、より良い治療法や予防法

を追求し、褥瘡をつくらないまた褥瘡にしないケアを目指します。 

    ｶ) 入所者の疾患別食生活を把握し、嘱託医の指導のもと療養食の提供を検討します。 

   ② 連携の強化 

    ｱ) 申し送りの徹底を図るため、入所者の医療情報の伝達漏れがないよう連絡ノートの作成

を徹底するとともに、他の部署との連携を強化します。 

    ｲ) 地域の病院や訪問看護などとの連携を強化するため看護サマリー（介護・医療情報）の

提出や看護情報録の作成を行います。 

   ③ 資質の向上 

    ｱ) 看護・介護職員の資質向上と連携強化を図るため、職員間での勉強会を実施します。 

    ｲ) 看護研修会の積極的な参加に努めます。 

   ④ 入所者のQOL(生活の質)向上および維持 

    ｱ) 重度化に伴う摂食・嚥下障害を医学的根拠から学習を深め、他職種への疾患の理解への

援助や指導の実施、効果的な食事介助を検討します。 

    ｲ) 褥瘡予防対策や自立支援のため入所者個々に応じた機能別ベッドマットの選択、車椅子、

ベッドなどの選択や導入を機能訓練指導員と共に検討します。 

    ｳ) 入所者および利用者の尊厳を大切にし、最期まで「その人らしく」また「自分らしく暮

らせる」（ユニットケアの考え方の導入）よう、身体的・精神的に健康的な日常生活がで

きる支援をします。 

   ⑤ 職場の自主的労働衛生管理活動と快適な職場環境の形成、職員のメンタルヘルス対策およ

び過重労働による健康障害防止対策を行います。 

    ｱ) 職員の健康管理を図るため、定期的に健康診断（年２回）および腰痛健康診断（年２回）

を実施します。また、定期健康診断後のフォローアップ対策、腰痛防止対策などを行いま

す。 

    ｲ) 職員の負担軽減を図るため、洗濯や清掃の業務委託を継続します。 

    ｳ) 職員に対して、毎月第１水曜日の健康相談日の活用を奨励します。 

    ｴ) 職員ストレスチェックを年に１回実施し、個人のストレス度を各自自覚するとともに改

善に向けて見直せる機会を設けます。 

   ⑥ 尊厳ある看取り 
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    ｱ) 家族の希望や本人の意思を尊重したターミナルケアを実施します。また、入所者・利用

者への尊厳あるケアへの職員の教育指導を行います。 

    ｲ) 尊厳ある看取りの提供、個室を利用し、入所者と家族のゆっくりとした空間の中で過ご

す時間を大切にできるよう、寄り添う看取りケアの実施や家族と入所者が充実した関わり

の持てる日を提供します。 

    ｳ) 本人及び家族が納得いく終末期を迎えられるように関係者による繰り返しのカンファ

レンスと柔軟な対応の検討を行い、看取りの取り組みを充実させます。 

   ⑦ 栄養管理 

    ｱ) 毎月１回栄養管理会議において入所者体重の増減、アルブミン値、摂食率などをアセス

メントし、入所者の栄養に関する問題点に関して対策を講じます。 

    ｲ) 食欲低下者の健康管理および褥瘡保持者の治癒の促進を図るため、食事介助時の摂取量

の把握をはじめ、栄養補助食品の摂取や好きな食べ物などについて調理部門と連携して対

応します。 

    ｳ) 食事の経口摂取が困難となられた場合、ご家族の希望により嘱託医と相談しながら、経

鼻経管栄養や胃瘻などの方法で栄養確保を実施します。 

   ⑧ 感染予防対策の充実・強化 

    ｱ) 感染予防対策の充実、強化を図るため、施設内感染予防対策（ノロウイルス、レジオネ

ラ、インフルエンザ、その他の感染症など）その他職場環境の整備（衛生面）や居室等の

清掃や汚物の適切な処理法やガウンテクニックの指導、手洗いおよび手指消毒、うがい等

の徹底に努めます。 

    ｲ) 感染予防対策の強化を行うためにマニュアルの作成およびそれに沿った具体的指導や

管理を行い、職員の知識向上を図ります。 

    ｳ) 感染症の蔓延拡大を防止するために個室を利用し、感染予防の強化を行います。 

    ｴ) 感染症対策の強化と感染症のまん延防止を目的として、職員各自の意識の向上のための

対策を行います。 

   ⑨ 入所者の口腔機能の維持 

    ｱ) 協力歯科医院と連携をとりながら科学的根拠に基づいた器質的・機能的口腔ケアを実践

し、誤嚥性肺炎を増やさないための予防に努めます。 

    ｲ) 看護・介護との協働により、口腔内の状態の確認と評価を行い、全ての利用者の口腔内

の衛生に努めます。 

    ｳ) 口腔の衛生支援を行い、口腔機能の低下によるリスクの軽減に努めます。 

    ｴ) 摂食・嚥下障害を医務全体で学習を深め、他職種への疾患の理解への援助や指導の実施

を行うと同時に、機能訓練指導員・介護職員との連携を取り、効果的な食事介助の検討を

行い、個々に合った食事介助を行います。 

   ⑩ 入所者重度化対応に伴う介護職員等の喀痰吸引等の提供 

    ｱ) 介護職員による喀痰吸引等の実地研修(第２号)における指導を実施します。 

    ｲ) 介護職員に対して喀痰吸引(口腔内、鼻腔内)および経管栄養(胃瘻)実施に向けた職員教

育・研修を実施します。 

（３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 感染予防対策を踏まえて、全職員が感染予防と感染発症時の対応ができる様に、毎月の特

養勉強会での感染症についての知識の向上を図るとともに研修（実技・シミュレーション）

を行い、職員の育成を行います。 

 

 【機能訓練部門】 

 （１）基本目標 



８ 

   ① 個々の残存能力に応じた自立支援を行い、可能な限り機能低下防止に努めます。 

   ② 疾病中とその後の身体状況に応じて早期より訓練を開始し、悪化防止に努めます。 

   ③ 介護・医務部との連携を強化し、入所者への統一した対応を図ります。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① ３ヶ月毎に各職種の者が共同して「個別機能訓練評価」を行い、それをもとに「個別機能

訓練計画書」を作成し入所者に説明、同意を得た上で訓練を実施します。 

   ② サービス担当者会議にて問題点と具体的改善策を話し合い、訓練計画に取り入れます。 

   ③ 認知症の進行があり、身体機能レベルの低下がある入所者に対し会話や作業療法等の個別

対応の時間を設けコミュニケーション能力、心理・精神能力の改善に努めます。 

   ④ 関係職員が入所者の状態を把握し、個別性を重視した生活リハビリの実施を行います。 

   ⑤ 入所者の高齢化に伴う機能レベルの低下に応じて、残存機能を維持するために必要となる

福祉・介護用品（介護ロボット）の選択や環境整備を行い、安全に自立支援が継続できるよ

うにします。 

   ⑥ 職員の腰痛発生の要因の排除や軽減のために、介護方法の見直しを行います。 

   ⑦ 訓練用具及び車椅子などの管理・修理・購入を検討します。 

   ⑧ 研修生、実習生への車椅子操作、誘導等の指導を行います。 

   ⑨ 新館ホールにおいて毎月、特養内での誕生会や茶話会（ひだまりの会）を開催し参加入所

者の身体、心理機能を向上できるような内容になるように各担当職員と相談しながら計画、

実施します。 

   ⑩ 短期入所者の家族に対して、必要に応じて家庭での機能訓練の方法や福祉用具の紹介等の

相談に対応します。 

   ⑪ 他施設の見学・研修に積極的に参加することにより知識・技術の向上を図り、新たな機能

訓練の実施につなげます。 

（３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 感染予防対応の中でも入所者の日常生活支援を評価し、身体機能を重度化させないための

取り組みを行います。 

 

 【調理部門】 

 （１）基本目標 

    高齢者にとって、食べる楽しみは生きる力につながり、“口から食べる”ことの意義を十分

認識した上で、それを支える食事サービスの提供に努めます。また、それぞれの利用者に応じ

た、最適な食事を提供できるよう、よりきめ細やかな対応を行い、家庭で食べていた料理に近

い、手作りの料理を提供し、利用者や家族から信頼していただける食事サービスを目指します。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 健康管理について、入所者の健康保持・増進、生活の質的向上を図るため、入所者および

職員給食委員会・栄養管理委員会等で個々の嗜好や疾病、喫食状況の把握に努めます。また、

利用者及び家族の意向を踏まえ、一人ひとりの状態に応じた栄養管理を実施します。 

   ② 行事食について、外出する機会の少ない入所者に、四季折々の食事、お菓子を食べながら

のひだまりの会、郷土料理を提供することで、季節感を感じていただき、見た目にも美味し

い食事で食欲増進につなげ、利用者満足を図ります。 

   ③ 情報開示について、ホームページや広報誌、毎月発行する季節のコンセプトなど様々な媒

体を通して、利用者や家族をはじめ、外部の方も対象とした情報提供を行います。 

   ④ 職員の資質向上について、業務に必要な知識と情報の習得のため、オンラインによる研修

会に積極的に参加し、資質向上に努めます。また、毎朝ミーティングを行うことにより、情

報を共有し、職員間で共通の目的意識を持って業務にあたります。 
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   ⑤ 嗜好調査について、利用者様の嗜好を尊重し、その傾向を把握するため、毎食後の残食調

査や聞き取りによるアンケート調査と、利用者様のご家族からの情報を提供する食事に反映

できるように努めます。 

   ⑥ 調理業務の委託について、委託業者の担当者、栄養士、調理員との連絡、協議を密に行い、

利用者満足度の高いサービスを追及します。 

   ⑦ 衛生管理について、委託業者の衛生管理マニュアルに基づいた業務・点検表の記入・検便・

害虫駆除・保存食の管理・貯水槽の清掃・調理器具の消毒・水質の検査等の実施状況を継続

的に確認しながら、感染症対策委員会において地域の感染症情報等を基に迅速かつ的確な対

応を行い、食中毒、感染症の予防対策の強化に努めます。 

   ⑧ 食形態の管理について、安心で安全なものを継続して提供するために、食形態の管理強化

を図ります。なお、食形態の研究に取り組み、咀嚼能力や嚥下障害の状態に応じた食事の提

供に努めます。また、嚥下障害の方に提供する食事に、見た目にも食材が何かわかるような

やわらかい食事の提供ができるように努めます。 

   ⑨ 全ての食形態の料理を温かい状態での提供に努め、適温で提供するため温冷配膳車の適切

な使用により、サービスの向上に努めます。 

   ⑩ 食材料等の仕入れは可能な限り地元業者を選定し、生鮮食品を取り入れた手作り料理と、

安全・安心の食事の提供に努め、利用者満足の向上に努めます。 

   ⑪ 入所者様の誕生日には、ケーキと赤酒の提供を行っていきます。また、特別に食べたい料

理があれば、可能な限り対応していきます。 

   ⑫ 地元の月参りである毎月1日（おついたち）、15日の昼食は、小豆御飯、赤酒、旬の食材

を使った料理と、毎月末の昼食は、他県、自県の郷土料理を実施し、楽しみのある食事提供

に努めます。 

   ⑬ 入所者の重度化により、嚥下困難者が増加している事を踏まえて、食事摂取状況から利用

者が摂取できる食事形態や提供量の見直しと、栄養補助方法を検討し、必要栄養量の確保と

提供に努めます。 

   ⑭ 利用者様の食事時の咀嚼・嚥下等の摂食状況と、美味しく食べて頂くために、調理方法の

見直しと工夫に努めます。 

 

【行事食内容】 

   ４月：花まつり 

   ５月：端午の節句、交流会 

   ６月：氷室祭 

   ７月：創立記念日、七夕、土用の丑 

   ８月：お盆 

   ９月：敬老会、十五夜、秋分の日 

  １０月：郷土料理 

  １１月：妙見祭 

  １２月：クリスマス、年越しそば 

   １月：おせち料理、七草粥、郷土料理 

   ２月：節分 

   ３月：ひな祭り、春分の日、花見御膳 

※《月例行事》季節料理、ひだまりの会 

（３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 個人の嗜好による代替食の食材で提供し、食事への満足に努めます。 

   ② 他部署間の情報共有でオンラインによる研修会情報の開示に努めます。 
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 ２．あさひ園短期入所生活介護事業所の経営について（含む介護予防事業） 

 （１）基本目標 

   ① 家族介護の負担の軽減や利用者の自立支援や重度の方への対応など利用者それぞれの状

況に応じたケアの提供と自宅における環境や生活習慣を考慮し、支援に努めます。 

   ② 在宅生活の継続ができるよう、利用者・家族のニーズや意向に沿いつつ、専門的視点によ

る科学的根拠に基づいたサービスの提供に努めます。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 一人ひとりの心身の状況等に応じた入浴や排泄、食事、健康管理、機能訓練、レクリエー

ション等のきめ細かなサービスを提供するとともに利用者が安心し過ごしていただけるよ

う、落ち着けるような室内の環境作りに努めます。 

   ② 利用者および家族を対象にアンケート調査を実施し、利用者や家族のニーズの把握に努め

ます。 

   ③ 前日に状態確認を行い、利用期間中の生活の充実に努めます。 

   ④ 利用期間中の心身状態や生活の様子を詳細に報告するよう努めます。 

   ⑤ ケアプランに基づいた適切なサービスを提供するため、利用者の心身状態を把握し、その

情報を職員間で共有します。 

   ⑥ 介護事故・ヒヤリハットの分析や業務内容の見直し等を行い、安全対策の強化に努めます。 

   ⑦ 家族とのコミュニケーション積極的に図り、信頼関係を築きます。 

   ⑧ 利用者の健康管理及び衛生管理を徹底します。 

   ⑨ 短期入所専用ベッドや入院に伴う空きベッドを有効に活用し、担当職員などから他事業所

への空床のお知らせ、新規入所申込の際や現在の申込者などに利用の勧めなどを行い、利用

率の向上に努力します。 

   ⑩ 在宅での生活に困難が生じた方や重度な利用者（喀痰吸引や経管栄養の必要な方）を積極

的に受け入れ、在宅生活が継続できるよう支援します。 

   ⑪ 定期的に担当ケアマネジャーとミーティングを実施し、サービス内容やケアプランの見直

しを行います。 

   ⑫ 利用期間中の生活状況(入浴・排泄・食事の状況など)の具体的な記録の充実に努めます。 

（３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 利用者の心身の状態や病状を把握するため家族との情報交換を行い職員間で共有し、状態

に合わせたケアに努め、自宅生活の継続に向けてのケアの提案に努めます 

 

 ３．あさひ園通所介護事業所の経営について（含む第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービ

ス・お達者クラブ）） 

 （１）基本方針 

   ① 利用者の生活の自立向上を目指します。 

   ② 笑顔と安らぎのあるサービスを提供します。 

   ③ 常にチャレンジ精神を持ちます。 

 （２）基本目標 

① 通所介護事業 

     要介護状態にある高齢者に対し、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上並びに

利用者家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、食事、入浴、送迎及び機能訓練等

の介護サービスを提供します。特に認知症利用者に対しては、職員の専門性の向上により

精神的安定と問題行動の改善が図れるように努めます。 

   ② 第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブ） 

     実施にあたり、要支援状態にある利用者が、住み慣れた地域でいつまでも元気な生活が継
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続できるように、利用者の特性とニーズに応じた心身機能の向上のための機能訓練及び生き

がい対策を考慮したサービスを提供していきます。また、自宅での入浴が心身的、設備的に

困難な場合等は利用者の状況に応じて入浴サービスを提供します。 

 （３）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 経営の安定のためコスト低減と効率化に努めます。 

   ② より一層職員の資質向上に努めます。 

   ③ 関係機関との連携を強化し、連絡調整や情報交換を行います。 

   ④ ケアカンファレンス（サービス担当者会議）を定期的に実施します。 

   ⑤ 利用者や家族へ処遇の改善に向けたアンケート調査を実施します。 

   ⑥ 通所事業所における自己評価を実施します。 

   ⑦ 介護技術向上のための専門委員会を設置します。 

   ⑧ 季節に応じた野菜や果物の植え付けを実施します。 

   ⑨ 定期的な買い物を実施します。 

   ⑩ 地域貢献活動として太田郷小学校の新 1 年生に交通安全祈願のキーホルダーをプレゼン

トします。 

   ⑪ サービス提供時のレクリエーションやリハビリ等の活動時の写真を利用者やその家族に

提供することで、利用状況を具体的に理解していただきます。 

   ⑫ 利用者が若い頃に行っていた遊びなどを取り入れたレクリエーション活動を実施します。 

（４）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 利用者の上下肢運動、心身活性化のため、集団体操や集団活動の充実化を図ることで、利

用者が住み慣れた自宅で生活を継続できるよう支援します。 

   ② 新型コロナウイルス感染症など感染症流行の中でも利用者が安心して当事業所サービス

を利用してもらうとともに、提供するサービスの質の維持・向上を図るため、以下の事項に

取り組みます。 

    ｱ) 感染予防対策（健康管理、消毒、換気など）の徹底。 

    ｲ) 三密防止に留意して各活動の内容や時期を検討し計画的に実施する。 

    ｳ) 感染症対策委員会など感染症情報を全職員が把握してサービスを提供する。 

    ｴ) 感染予防対策を徹底し、職員の欠員が出た場合でも可能な限りサービス内容を縮小する

などして休業の状態を防ぐ。 

年間行事計画（案）について 

月 行事内容 活動内容・アクティビティー活動 

４月 花祭り 

花見バスハイク 

キーホルダープレゼント 

・キーホルダー作り 

 

 

５月 あさひ園交流会 

新茶会、母の日、菖蒲湯 

・野菜や花の植え付け 

 

６月 運動会(特養合同なし) 

父の日 

・壁面作成 

 

７月 創立記念行事、七夕行事、 

 

・木工活動 

・太田郷小学校３年生交流会 

８月 かき氷、すいか割り 

ミニ夏祭り 

・音楽活動 

・野菜の収穫 

９月 敬老会、綿菓子 ・壁面作成 

10月 買物バスハイク ・壁面作成 
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11月 文化祭 ・干し柿作り 

12月 ゆず湯 ・カレンダー作り 

１月 初詣 ・節分のお面作り 

２月 節分行事 ・ひな人形作り 

３月 皆勤賞表彰 

ひなまつり会 

・壁面作成 

 

※誕生会、映画鑑賞会、書道は毎月実施。 

※第１号通所事業のお達者クラブの活動も準じて実施。 

 

 ４．あさひ園訪問介護事業所の経営について（含む第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービ

ス、えぷろんケアサービス）、障害福祉サービス事業） 

 （１）基本方針 

    利用者が、住みなれた地域や自宅で自立した生活を送ることができるよう、それぞれのニー

ズにあったサービスの提供に努めます。 

 （２）基本目標 

   ① 利用者及び介護者の方が、笑顔で日々過ごせるよう努めます。 

   ② 個々のニーズを把握して、利用者の自立支援をサポートします。 

   ③ 家族の介護負担を軽減できるよう努めます。 

   ④ 常に介護の知識、技能、心構えの研鑽に努めます。 

   ⑤ 職員間の連携を密にし、満足度の高いサービスの提供に努めます。 

 （３）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 週１回のミーティングを通じ、各利用者及び家族の状況に応じた適切な処遇を検討すると

ともに、他の介護サービスや関係機関と連携を図っていきます。 

   ② 年間研修計画書を作成し、月１回以上の勉強会を実施し、技術の向上と知識の習得に努め

ます。 

   ③ 訪問介護計画書をもとに、利用者に必要なサービスの提供に努めます。 

   ④ 利用者の要望を的確に把握し、且つ即応できるスタッフ体制を確立します。 

   ⑤ 障害福祉サービスの提供を通して、障害のある方が住み慣れた地域で 安心して生活でき

るよう支援します。 

   ⑥ 利用者及び家族より、営業時間の延長（早出・遅出）の依頼がある場合は柔軟に対応しま

す。 

   ⑦ 利用者及び家族より、介護保険給付対象外サービスの依頼を受けた場合は、是非の検討を

行い、適切な対応を図ります。 

   ⑧ 専門的知識､技術の研鑚を目的とする各種研修会の参加を促進します。 

   ⑨ 在宅における認知症の高齢者の理解を深め、住み慣れた地域や家庭で長く生活できるよう

関係機関と密な連携を図りながら支援します。 

   ⑩ 専門職としての自覚と責任のうえに、資格取得に努めます。 

   ⑪ アンケート調査の実施（１０月）により、利用者のニーズの把握に努め、検討事項に対し

ては速やかに対応します 

   ⑫ 同行援護従事者養成研修の受講を奨励し、有資格者を増やすことで、同行援護サービスの

拡大を図っていきます。 

   ⑬ 障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護等）のニーズに対応するため、研

修等で障がいの特質を学び理解を深めることで、障がいのある方が地域で自立した生活がで

きるよう支援します。 
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   ⑭ 関係機関との連携を図り、利用状況の情報発信を行い、要介護利用者の拡大と収入増に努

めます。 

   ⑮ 第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、えぷろんケアサービス）のニーズに対

応するため、求められるサービスが速やかに提供できる体制を確立できるよう努力します。 

   ⑯ 第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、えぷろんケアサービス）について、職

員が制度についての知識の習得に努め、誰が訪問しても同じサービスが提供できるよう、自

立支援のための適切な援助を行います。  

 （４）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策の強化を図り、利用者が安心してサービス利

用できるよう職員の感染症に対する意識の向上に努めます。 

   ② リモートでの研修会、会議への参加を行い、職員の資質向上と知識の習得に努めます。 

 

 ５．あさひ園特定相談支援事業所の経営について 

 （１）基本方針 

    利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者

が自立した日常生活を営むために必要な障害福祉サービスの利用援助、調整など地域生活に必

要な支援を行います。 

 （２）基本目標 

  【利用者が自立した生活を送るための支援体制の構築】 

   ① 障がいのある人や家族からの相談に応じ、必要な助言や情報の提供を行い、自立と社会参

加及び就労へとつながるよう相談支援体制の充実を図ります。 

   ② 障がいのある人一人ひとりのニーズに合わせ、利用者本位のサービスが提供できるよう関

係機関と連携を図り、サービス等利用計画策定の推進に努めます。 

   ③ 子どもの障がいや病気に対する気付き、障がいの特性等の理解を深め、親子を対象とした

相談支援等を実施します。 

   ④ 障がいのある子どもが、通所施設等を利用しながら、日常生活における基本的な動作や知

識・技能の習得、集団生活への適応訓練等のサービスを受けられるよう関係機関との連携に

努めます。 

  【利用者が地域生活を送る上での不安や心配の解消】 

   ① 計画相談の依頼時は積極的に依頼を受け、必要な情報収集を行いながら不安や心配の解消

に努めます。 

   ② 利用者及び障害児の保護者の希望や生活への目標を基に、必要に応じて支援事業所の見学

等を実施することで、利用後の生活スタイルを具体的にイメージできるよう配慮します。 

 （３）継続事業計画（具体的な取り組み） 

  【サービス等利用計画作成】 

   ① 利用者やその家族と面談し、利用者の置かれている状況や環境、想いや希望等を踏まえて、

希望する生活及び解決すべき課題の把握に努めます。（アセスメント） 

   ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び障害児の保護者の選

択に基づき、多様な事業者から総合的かつ効率的に支援が提供されるよう配慮します。 

   ③ サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行

うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な障害福祉サービ

ス等の種類や必要量の確認を行います。 

   ④ 利用者の計画相談を積極的に受け入れることで、利用者数の増加に努めます。 

   ⑤ 法人内の他事業所と定期的に事例検討会や勉強会等を実施することで、業務内容の周知や

情報の共有に努め、法人内での連携強化を図ります。 
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  【サービス実施状況の評価及び計画の見直し】 

   ① サービス等利用計画作成後、実施状況の評価（モニタリング）を行い、必要に応じてサー

ビス等利用計画の変更、福祉サービス事業所等との連絡調整を図ります。 

  【事業所間連携】 

   ① 八代市郡のサービス提供事業所等と積極的に関わり、事業状況や特色を把握することで、

新規相談依頼時やモニタリング時等における家族への情報提供の充実を図ります。 

 （４）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 新型コロナウイルス感染症の発生状況等を確認し、感染予防対策を実施するとともに、短

時間でもモニタリングを実施して対象児（者）の心身の状況変化等に対応します。また、本

人、家族、各種事業所等と顔の見える関係を維持して、利用者本人の安心した暮らしにつな

げていきます。 

   ② コロナ禍の中で各種研修会や会議等への参加が難しい状況でも、オンラインによる研修会

や会議の開催および参加ができるようにインターネット環境を整備するとともに、リモート

ワークにも対応できる環境の構築を検討します。 

 

 ６．八代市第２地域包括支援センターの経営について 

 （１）基本方針 

    高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、地域

包括ケアを推進し、地域づくりを支援します。また、効率的な運営を行いコスト削減に努めま

す。 

 （２）行動規範 

   ① 地域内に住む高齢者の「介護予防ケアマネジメント業務」「総合相談及び権利擁護業務」

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」に、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門

員の三職種を中心に誠意を持って対応します。特に、相談の最初の窓口として住民の生活全

般にわたり２４時間３６５日の支援体制を提供します。 

   ② 高齢者をとりまく各種の困難な環境に応じて必要な支援を行うため地域の特性に合わせ

て地域組織、公的機関等との連携を強化し問題解決に努めます。 

   ③ 地域住民が住みなれた地域で尊厳あるその人らしい生活の実現を目指し、できる限り要介

護状態にならないよう、介護予防に取り組みます。 

   ④ 与えられた職責を安定して遂行するために、関係機関・組織との連携を常に念頭に置き、

公正で中立性の高い事業運営を行います。 

 （３）基本目標 

   ① 高齢者が住み慣れた地域で、できる限り健康で自立した生活を送れるよう介護予防・日常

生活支援総合事業（総合事業）や予防給付を効果的かつ効率的に提供し、適切なケアマネジ

メントを行います。 

   ② 高齢者の相談を総合的に受け止め、適切な制度や関係機関、インフォーマルサービス（公

的なサービス以外）につなげ、問題解決に努めます。 

   ③ 虐待防止、消費者被害防止など地域住民や介護専門職への情報発信と権利擁護に努めます。 

   ④ 高齢者を支える地域の介護支援専門員がお互いに悩みを話し合い、また資質向上が図れる

関係づくりに努めます。 

   ⑤ 地域包括ケアシステムをさらに進めるために、関係機関とのネットワーク構築に努めると

ともに市と協力して在宅医療・介護の連携の推進、認知症施策の推進及び生活支援サービス

の体制整備を行います。 

   ⑥ 介護保険制度の存続に向けて、介護予防と共生社会の実現に向けた取組を行います。 

 （４）継続事業計画（具体的な取り組み） 
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   ① 要支援者等を対象とした「予防給付」、「総合事業」、一般高齢者を対象とした介護予防教

室や元気体操教室等の高齢者のつどいの場の充実を図ります。 

   ② 関係諸機関・団体・地域住民に「八代市第２地域包括支援センター（やまびこ）」が相談

窓口であることの周知を図ります。民生児童委員をはじめとする地域の代表者との連携強化

や地域の活動に参加し、相談しやすい関係を作ります。 

   ③ 権利擁護や成年後見制度の円滑な活用、虐待・困難事例への適切な対応、消費者被害防止

のための関係機関との連携や高齢者への周知に努めます。 

   ④ 介護支援専門員の情報交換会や主任介護支援専門員と協力した研修会を開催し、介護支援

専門員の連携と資質向上が図れるよう支援します。 

   ⑤ 社会福祉協議会や地域密着型事業所、民生委員をはじめとする地域の関係機関や団体等と

協働してネットワークの構築を図ります。地域の実情に合わせて介護保険サービスだけでな

く既存の社会資源の有効活用と社会資源の発掘に取り組みます。地域課題の解決のために地

域ケア会議を開催します。 

   ⑥ 認知症の人が地域で安心して暮らし続けるために、地域の人に認知症の理解を促す認知症

サポーター養成講座や認知症カフェを開催します。 

   ⑦ 制度改正が行われる中、情報を逃さず捉えるとともに支出項目や業務内容を見直しコスト

削減に努めます。 

   ⑧ 新型コロナ感染症と7月豪雨災害のため地域包括支援センターの公募が令和3年度に延期

となったため、引き続き地域包括支援センターの受託ができるように健全な業務の遂行と書

類作成に努めます。 

 （５）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 新型コロナ感染症流行の中にあっても高齢者が住み慣れた地域で、健康で自立した生活の

継続ができるように取り組みます。 

    ｱ) リモート研修ができるよう部署内で学習を行います。 

    ｲ) リモートでの研修ができるよう環境を整えるとともにリモートでの会議や研修の機会

を作ります。 

 

７．あさひ園居宅介護支援事業所の経営について（含むあさひ園介護予防居宅介護支援事業所） 

 （１）基本方針 

    被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその地域や居宅において、有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したケアプランを作成します。 

 （２）行動規範 

    「あなたが思う自分らしい生活」の実現に向けたケアプランつくりに努めます。 

 あ（あんしん）安心できる生活を支援します 

 さ（さいぜん）最善のケアプランを提示します 

 ひ（ひつよう）必要なときに必要なサービスを提供します 

 え（えがお） 笑顔を忘れず笑顔のある生活を引き出します 

 ん（しんらい）信頼されるケアマネジャーを目指します 

 （３）基本目標 

   ① ケアマネジメント過程における基本倫理である「人権擁護」「利用者主体」「公平性」「中

立性」「社会的責任」「秘密保持」に徹した支援に努めます。 

   ② 利用者の選択により、心身の状況・そのおかれている環境等に応じて、適切な保健・医療

サービス及び福祉･介護サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう

配慮します。 

   ③ 利用者の意向と人格を尊重し、利用者本位の介護サービスが提供されるとともに、特定の
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サービス種類または事業者に偏することのないよう、公平・中立なケアプランづくりに努め

ます。 

   ④ 八代市等関係行政機関や圏域ごとの地域包括支援センター、医療、他の指定居宅サービス

事業所及び介護保険施設等との連携強化に努めます。 

 （４）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 介護保険制度の基本理念である「尊厳の保持」、「公平性、中立性」、及び「守秘義務」を

踏まえ、利用者及び家族の生活に対する意向を重視した個別性の高いケアプランづくりを目

指します。 

   ② 利用者本位のサービス提供に努め、ケアマネジメントの質を高めるために課題整理総括表

を活用しより精度の高い計画書を作成します。また、定期的にモニタリング（評価）とアセ

スメント（情報収集・ニーズ把握）を行うとともに、支援経過を詳細に記録し、より一層ケ

アプランの質的向上を図ります。さらに、利用者全員の課題整理総括表作成し評価表も活用

することで、より個別的で具体的なケアプランへ進化させます。 

   ③ サービス担当者会議の内容を充実させることで、情報交換・目標の確認・サービス内容の

調整等によりケアプランの質向上を図ります。 

   ④ 利用者からの苦情に対しては、真摯な態度でその問題解決に向け、迅速かつ的確な対応に

努めます。 

   ⑤ 「居宅だより」（必要に応じて発信）・ホームページ・広報誌「あさひ」等の広報により、

介護支援専門員の業務内容や介護保険制度についての周知活動を展開し、知識や情報を発信

します。 

   ⑥ 定期的な自己評価や利用者アンケート調査により、介護支援専門員の資質向上とケアマネ

ジメントの充実に努めます。 

   ⑦ 介護支援専門員として必要な情報収集と自己研鑽のために各種研修会にも積極的に参加

します。また、定期勉強会を週１回開催し、ケアプラン検討会や困難事例・問題点の解決、

疾患についての学習会、情報交換の場として活用することで、各介護支援専門員のスキルア

ップをめざします。 

   ⑧ 同法人内の事業所との合同ミーティング等を定期的に開催することで、法人内の意識統一

と情報共有に努め、連携、協力を図ります。 

   ⑨ 圏域ごとの地域包括支援センターとの連携を密にし、必要なサービスが切れ目なく提供さ

れ、インフォーマルなサービスも意識しながら、住み慣れた地域で安心して生活できるよう

支援します。また、担当圏域となる、第5地域包括支援センターとの関係構築に努めます。 

   ⑩ 介護予防マネジメント及び介護予防プランが的確かつ効果的に立案できるよう、さらに研

修を重ね各ケアマネジャーの資質向上とケアプランの充実を図ります。 

   ⑪ 認定期間ごとの書類チェックを強化することで、各ケアマネジャーの業務の見える化を実

施します。 

   ⑫ 利用者の誕生月にプレゼントを渡すことで、長寿を祝い意欲の引き出しを図ります。 

   ⑬ 地域の他の事業所と共同して事例検討会・研究会を複数回行います。 

   ⑭ 自立支援型ケアマネジメントを意識し、地域包括支援センターが主催する地域ケア会議や

事例検討会に積極的に参加します。 

 （５）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 振り返りの事例検討会や課題整理総括表を用いた、ケアプラン検討会を定期的に開催し、

問題解決に向けた情報共有と効果を検証し、ケアプランの質の向上に努めます。 

   ② リモート環境を整えて、リモート研修への積極的な参加を行い、専門的知識の向上を図り

ます。 
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８．地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじの経営について 

 （１）基本方針 

    生きていること、生きてきたこと、生きていくことに寄り添いながら、お一人おひとりの暮

らしの継続をサポートすることで日々、心豊かに過ごしていただけるようにまごころこめて笑

顔あふれる『あさひ園みやじ』をつくろう 

    自分が暮らしたい、自分の大切な人を住まわせたい、そんな『あさひ園みやじ』をつくろう 

 （２）運営方針 

   ① 入居者個々の特性に即した個別支援を提供します 

   ② 入居者家族との連携に努め信頼関係を構築します 

   ③ 地域福祉の拠点としての基盤を作ります 

   ④ 施設の設備及び住まいとしての環境作りを行います 

 

 【生活相談部門】 

（１）基本目標 

   ① 『地域福祉の増進、利用者満足の高いサービス』を基本に、自立支援の継続とユニットに

おいて快適に過ごす事ができるサービス提供、生きがいのある生活支援を目指します。 

   ② 関係機関・自治会との連携を密にし、施設の持つ機能を積極的に地域福祉に提供し地域福

祉の拠点として役割を果たしていきます。 

（２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 円滑な業務遂行と安全管理及び職員連携を円滑にするとともにチームワークの強化を図

り、向上を目指します。 

② 母体施設との連携の下、運営に関する諸事項の検討をしていきます。 

   ③ アンケート調査を実施し、利用者や家族のニーズや要望等を把握し、業務改善やサービス

の質の向上に努めます。 

   ④ 年４回、家族への『近況の報告』の発送を通して入居者の状態を定期的に報告します。 

   ⑤ 管理的・画一的援助にならないように施設サービス計画に基づき、一人ひとりに合った生

活援助に努めていきます。 

   ⑥ ケアプランとの連動性を明確にし、ニーズに基づいた具体的な個別ケアに対する気付きの

視点・意識を高めていきます。 

   ⑦ 感染予防対策の強化を図り、面会者や来園者の体調確認や感染予防対策関連(除菌・抗菌・

加湿等)の導入の検討や実施に努めます。 

   ⑧ 令和3年度の各種行事・活動は次のとおりです。 

 

 行 事 内 容  行 事 内 容 

４ 

月 

運営推進会議 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（園芸、花見） 

10 

月 

運営推進会議 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（園芸） 

５ 

月 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（兜作り、お茶会） 

11 

月 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（干し柿作り） 

６ 

月 

運営推進会議 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（生け花） 

12 

月 

運営推進会議 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（餅つき） 

７ 

月 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（うちわ作り、花火大会） 

１ 

月 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（かるた、福笑い） 
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８ 

月 

運営推進会議 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（そうめん流し） 

２ 

月 

運営推進会議 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（まめまき） 

９ 

月 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（お月見） 

敬老会 

３ 

月 

各ユニットおやつ作り 

茶話会（ひな人形作り、花見） 

備 

考 

・屋外活動（５月、１０月） 

・防災訓練（２回/年） 

 

 （３）新規事業計画（新たな取り組み） 

   ① 定期的（２か月に１回）に運営推進会議を行い地域との連携に取り組んでいきます。 

 

 【介護部門】 

（１）基本目標 

   ① 入居者様の尊厳を守りながら、一人ひとりの気持ちに寄り添い、常に家庭的な介護サービ

スの提供に努め、楽しく安心して過ごせるよう支援します。 

   ② 入居者様一人ひとりが日々の生活の中で楽しみを持って生活が出来るよう関わりを大切

にし、スタッフ間で情報の把握と共有を行い、個々に合わせ統一したケアの提供、ユニット

ケアの実現に努めます。 

   ③ 入居者様の想いに耳を傾け、快適に、そして生き生きと過ごせるような関わり、笑顔で明

るく優しく接するケアを意識し取り組んでいきます。 

   ④ 24時間シートを早期作成し、活用できるように努めます。 

   ⑤ 入居者のレベル向上・維持に向けて各委員会を設け、常に問題意識を持って業務に取り組

みます。また、施設ケアマネと連携しながら、ケアプランに基づいた介護サービスの提供に

努めます。 

   ⑥ 職員は穏やかな環境を提供出来るよう、ユニット内を走らないことや会話中の声の大き

さ・トーン等にも配慮します。 

   ⑦ 常に目配り、気配り、心配りを忘れず、ご利用者様、ご家族様及び職員間での円滑かつ良

質な関係構築に努めます。 

   ⑧ 感染予防対策の徹底を図ります。（毎日の清掃と消毒の徹底、手洗いの励行、換気の徹底） 

   ⑨ 気持ちの良い挨拶を心がけます。 

 （２）継続事業（具体的な取り組み） 

① 排泄 

    ｱ) 尿量測定を行い、個々に合わせた排泄時間を選定し、誘導及び適正なパットの選定に努

めます。 

    ｲ) 排泄パターンを 24 時間シートに落とし込み、お一人おひとり適切なタイミングでトイ

レ誘導やオムツ交換ができるように努めます。 

    ｳ) プライバシーの配慮に努めます。（①バッグの使用や居室内に排泄交換用の一式を設置

することで周囲に排泄交換と悟らせない、②交換前に居室ドア、カーテンは必ず閉める） 

    ｴ) 陰部洗浄を徹底し、清潔な状態でプロペト等を塗布することで保清に努めます。 

    ｵ) スタッフは排泄ケア時、使い捨て手袋を使用するとともに、ワンケアワンウォッシュを

徹底し感染予防に努めます。 

② 入浴 

    ｱ) 聞き取った情報を24時間シートに落とし込み、個々の希望に沿った入浴の提供に努め
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ます。 

    ｲ) 入浴時のプライバシー保護に努めます。 

    ｳ) 入浴時は適切な方法にてケアを行い、事故防止に努めます。 

    ｴ) 入浴時の全身観察を行い、身体異常の早期発見に努めます。 

   ③ 整容等 

    ｱ) 起床時の洗顔、整髪の徹底を図ります。 

    ｲ) 定期的な爪切りの徹底を図ります。 

    ｳ) 理美容業者による定期的な散髪を実施します。 

    ｴ) 入居者の意向に合わせ、季節に応じた清潔な更衣を心掛けます。 

   ④ 環境整備 

    ｱ) 居室内リビングスペースは居心地の良い環境となるように、季節感を感じる設えや、五

感を意識した環境に努めます。高齢者の生活空間として落ち着きのあるくつろげるもので

あるように配慮します。 

    ｲ) 施設内外の清掃、消毒の徹底を図ります。 

    ｳ) 週一回のリネン交換を実施します。 

    ｴ) 危険個所を把握しリスクマネジメントに努めます。 

⑤ ユニットケアの追求 

    ｱ) ユニットケアの学習会を実施し、理解を深めていきます。 

    ｲ) 他ユニットケア施設の良いところを研究し取り入れ、あさひ園みやじのスタイルとして

アレンジし、ケアの向上に努めます。 

 

 【医務部門】 

 （１）基本目標 

   ① 入居者の健康管理を図るため疾病の予防、病状変化の早期発見に努め、悪化を防止し、迅

速な対応を行います。 

   ② 的確な申し送りを行い、関係職員間の連携を図ります。 

   ③ 入居者の QOL（生活の質）向上のため、ユニットケアの性質を活かしながら ADL（日常生

活動作）の維持・向上に努めます。 

   ④ 入居者および職員の感染予防対策の強化・徹底を図ります。 

   ⑤ 入居者の重度化に伴い医療関係者との連携の下で「介護職員等の喀痰吸引等」を提供しま

す。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 入居者健康管理および疾病の予防、病状悪化の早期発見 

    ｱ) 新入居者の健康管理のため入居時に体重・身長測定を行います。その後は定期的な体重

測定（毎月）・身長測定（年1回）、血圧測定を実施。入居時健康診断として、熊本総合病

院附属クリニックにて胸部レントゲン撮影と心電図検査、血液検査を行います。 

    ｲ) 入居者の健康状態の申し送りを受け、定期的な観察を行い、異常の早期発見に努め、嘱

託医との連携を図ります。また、家族への連絡・相談に対応し、各種病院受診を行うこと

で望まれる医療の場を提供します。 

    ｳ) 入居者の疾患別食生活の把握を図り、嘱託医の指導のもと介護職員・管理栄養士と連携

し、療養食の提供を検討します。 

   ② 連携の強化 

    ｱ) 申し送りの徹底を図るため、医務関係の伝達は各ユニットの申し送りノートに記入し、

他の部署との連携を行います。 

    ｲ) 地域の病院や訪問看護などとの連携を行うため看護サマリーの提出や看護情報録の作
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成を入居時に行います。 

    ｳ) 個々の入居者の情報をきちんと持ち、他部門からの情報に基づいた細やかな対応に努め

ます。 

   ③ 入居者のQOL(生活の質)向上および維持 

    ｱ) 医学的根拠から学習を深める勉強会を定期的（1回/1か月）に開催し他職種への疾患の

理解への援助、および指導を実施します。また入居者の食事摂取状況を観察し、効果的な

食事介助を検討します。 

    ｲ) 入居時、個々に応じたベッドとマットレスの選択を行い、機能訓練指導員と共に状況に

応じて適宜検討・交換します。また生活リハビリを通し、残存機能の維持に努めます。 

    ｳ) ユニットケアの基本である暮らしの継続を保障し 24 時間シートの活用により、暮らし

の場の継続と充実が図れるよう日々の生活を記録に残し、健康的な生活ができるよう支援

します。 

   ④ 感染予防対策の充実・強化 

    ｱ) 施設内感染予防対策として、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等での消毒による環境

整備に努めます。また、手洗いや手指消毒の徹底を図るため、各部署への声掛けを行いま

す。  

    ｲ) 感染予防対策としてマニュアルを作成し各部署に配布します。 

    ｳ) 感染症の蔓延防止対策として対象の入居者は居室内対応として申し送りを行います。 

   ⑤ 入居者重度化対応に伴う介護職員等の喀痰吸引等の提供 

    ｱ) 登録喀痰吸引等事業者の申請を早急に行い、介護職員による喀痰吸引等の実地研修（第

2号）における指導を実施します。 

    ｲ) 介護職員に対して喀痰吸引（口腔内、鼻腔内）および経管栄養（胃ろう）に向けた職員

教育・研修を実施します。 

 

 【機能訓練部門】 

 （１）基本目標 

   ① 個々の残存能力に応じた自立支援を行い、ADL（日常生活動作）の低下防止に努めます。 

   ② 入居者の身体状況に応じて訓練を開始し、廃用症候群防止に努めます。 

   ③ 介護・医務部・施設ケアマネジャーと連携し、入居者へ統一した対応を図ります。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 認知症の進行があり、身体機能レベルの低下がある入居者に対し会話や日常生活リハビリ

の時間を設けコミュニケーション能力、心理・精神能力の改善に努めます。 

   ② 入居者の高齢化に伴う機能レベルの低下に応じて、残存機能を維持するために必要となる

福祉・介護用品の選択や環境整備を行い、安全に自立支援が継続できるようにします。 

   ③ 各部署と連携し、情報を収集しながら訓練用具及び車椅子などの管理・修理・購入を検討

します。 

    

 【調理部門】 

 （１）基本目標 

   ① 移り変わる四季の変化や社会情勢を敏感に感じ取り、食事に反映させることで、安全で美

味しく食に楽しみをもっていただける食事を提供します。 

   ② 食が原因と考えられるQOL（生活の質）の低下が現状にあるので、集団生活でありながら

も、お一人おひとりに焦点を当て個別に対応します。 

 （２）継続事業計画（具体的な取り組み） 

   ① 栄養ケアマネジメントの実施 
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    ｱ) 入居者お一人おひとりの状態を把握し課題を早急に見つけ、多職種と共同し、施設ケア

プランに基づき、栄養ケアを実施し、評価・判定も定期的に行います。 

    ｲ) 入居者の健康保持・増進、生活の質的向上を図るため、給食委員会・栄養管理委員会等

で個々の嗜好や疾病、喫食状況の把握に努めます。また、入居者及び家族の意向を踏まえ、

一人ひとりの健康状態に応じた栄養管理を実施します。 

   ② 給食管理 

    ｱ) 美味しく安全で心のこもった食事を提供します。 

    ｲ) 提供された食事の品質や入居者様の摂取量、残食を評価し献立に反映させます。 

    ｳ) 季節のものや行事食、地元で親しまれている食材を取り入れ、食事を楽しむことができ

るよう常に調理工夫に努めます。 

    ｴ) 食形態について、安心で安全なものを継続して提供するために、食形態の管理強化を図

ります。 

    ｵ) 食形態の研究に取り組み、咀嚼能力や嚥下障害の状態に応じた食事の提供に努めます。

また、嚥下障害の方に提供する食事に、見た目にも食材が何かわかるようなやわらかい食

事の提供ができるように努めます。 

    ｶ) 入所者の重度化により、嚥下困難者が増加している事を踏まえて、食事摂取状況から利

用者が摂取できる食事形態や提供量の見直しと、栄養補助方法を検討し、必要栄養量の確

保と提供に努めます。 

   ③ 食事環境を整える 

    ｱ) 気持ちよくおいしく楽しく食事が摂れるように、入居者様の特性を考慮し、ユニットご

とに食事環境を整えます。 

    ｲ) おやつ作りなどの企画を実施し、食事が楽しみになる工夫をします。 

    ｳ) 行事食については、四季折々の食事、郷土料理を提供することで、季節感を感じていた

だき、見た目にも美味しい食事で食欲増進につなげ、利用者満足を図ります。 

   ④ 多職種との連携 

     会議出席、委員会活動を通して多職種と情報を共有し、入居者様の状況を常に把握します。

そして、健康を維持できるように支援します。 

   ⑤ 衛生管理 

     衛生管理マニュアルに基づいた業務。点検表の記入、検便・害虫駆除、保存食の管理、調

理器具の消毒、水質の検査等の実施状況を継続的に確認しながら、感染症対策委員会におい

て地域の感染症情報等を基に迅速かつ的確な対応を行い、食中毒、感染症の予防対策の強化

に努めます。 

  【行事食内容】 

   ４月：お花見 

   ５月：端午の節句、母の日 

   ６月：氷室祭、父の日 

   ７月：創立記念日、七夕、土用の丑 

   ８月：お盆 

   ９月：敬老会、十五夜 

  １０月：ハロウィン 

  １１月：妙見祭 

  １２月：クリスマス、年越しそば 

   １月：おせち料理、七草粥、郷土料理 

   ２月：節分、バレンタイン 

   ３月：ひな祭り、春分の日 


